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国賠令和２年３月１２日集会 

                          稲 坂 

 原告訴訟代理人の稲坂と申します。 

 

 今回の国賠訴訟についてコメントをさせていただきます。 

 

 まず、今回の訴訟について我々代理人は特に名付けをしておりませんが、

当事者の方あるいは周囲の方の名付けによって、共同親権訴訟とか単独親

権違憲訴訟とかそういったネーミングになっているのかもしれません。こ

のネーミングはシンプルでよいですし、間違ってもいません。 

 ただ、私として誤解して欲しくないのは、今回の訴訟が単独親権か共同

親権かという抽象的な価値観の問題ではないということです。我々として

は抽象的に主義・主張を訴えようとしているわけではありません。 

 日本の親子に関する法制度と裁判所におけるその運用の実態をまず単

純に知っていただいて、それが価値観を超えて普通に考えて絶対におかし

いということを訴えているだけなのです。 

 

 誤解をおそれずに言いますと、私個人は、弁護士登録する段階で、単独

親権制がよいとか悪いとかそんなことを考えたこともありませんし、そも

そも、夫婦関係や子供の分野を特に扱いたいという考えがあったわけでも

ありません。 

 そんな中、偶然、子を持つ親からの相談が複数ありました。子どもを連

れ去られてしまったという方からの相談も多くありました。色々なケース

があり、結果として親子関係が守られたケースもあったのですが、とんで

もない理不尽な事態に直面することも多くありました。一緒に暮らしてい

た親が、配偶者によって子どもを連れ去られてしまっても、裁判所で問題
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意識すらほとんどもってもらえない。一緒に子どもと暮らしていた親がた

だ子どもに会いたいと言っているだけなのに、何年も会えないか、とても

制限的な会い方を強要される。子どもの居場所を配偶者に隠されて知る手

段を奪われる。恐ろしいのは、そうした目にあっている親に非があったと

か子の居所を知るべきではないとか、認定されているわけではないことで

す。何一つ司法審査を経ないまま、手続保障もないまま、その非人道的な

状態が正当化されて、何年も子との接触を断たれることです。 

 代理人として事件にふれて、日本の現状を知りました。 

 本訴訟の多くの当事者の方もそうだと思います。最初から共同親権など

の主義主張があったわけではない方も多いと思います。ただ、自分が親と

して扱ってもらえない、という圧倒的に理不尽な経験を通して、多くの方

に相談をして日本の現実を知ったという方が多いはずです。 

 こういった現実は、世間的には、知る人ぞ知るということかもしれませ

んが、我々としては当たり前の状況として認識しています。常識的に考え

て、おかしいことが起こっています。そして、そのおかしさは、実は日本

にいるすべての親子がさらされている危険なのだと思います。 

 

このおかしさのメカニズムは何だろうか、それを考えてきた一つの結果

が、今回の訴訟です。 

 もっとも重要なポイントを言いますと、日本の法律には、父母の養育権

をそれぞれ尊重して調整する仕組みがありません。 

 人間の子の親は父と母の二人がいます。親同士には結婚しているしてい

ないなど色々な関係がありますが、どちらにしても、親同士は別の人間で

すから、意見が合うこともあれば合わないこともあります。子がどこに住

むか、どの学校に行くか、など意見が合わないことは世界中どこでも起こ

っているはずです。こういった場合、話し合って解決するのが先決ですが、
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それができない場合は調整機能が必要です。というよりも、２人以上の権

限のある人間が物事を決定していくときにどうするか、これが法律の基本

的な役割のはずです。特に親子という基本的な人間関係で、父母間の権限

の調整は、国の基本的なインフラと言えると思います。 

 しかし、日本では親同士の意見が合わないことについて調整機能がほと

んどありません。どのような親権制度のもとでも親同士の権限を適切に調

整することはあり得ますが、実際に、日本が単独親権制の下で、父母の子

への養育権が対等に調整させているかといえば、そんなことはありません。

先の述べたような理不尽な現実が、いたって普通の人に起こります。「子

の福祉」という基準しかないため、親同士をそれぞれ対等に親として調整

することは難しいですし、実際にこれまでの裁判でも親同士が同じ親とし

て扱われていません。基準もなく親の判断に介入できないということもあ

るのでしょうが、消極的な判断の結果、その時点での同居親のみが親であ

るかの扱いになってしまいます。また、別の角度から見ると、現行法は、

唯一の具体的な調整機能こそが、単独親権制です。最終的に意見が合わな

ければ、親権者が決定すればよい、共同親権であれば離婚して単独親権に

移行すればよい、という調整の仕方です。もちろん、ここに父母双方の親

の地位の尊重はないですし、調整にすらなっていません。つまり、単独親

権制一般と言うよりも、今の日本の単独親権制は、父母の地位を対等に調

整する仕組みを一切欠いているか、あるいは、父母の一方の親としての地

位を実質奪うことで解決する仕組みを採用しているか、というものです。

その結果、親子が親子として扱われないということが、日本中いくらでも

起こってしまいます。実は、今の制度によって親としての地位をないがし

ろにされているのは、親権のない方だけではありません。親権があっても、

お子さんと満足に会えない方は多くいらっしゃいます。父母の養育権を対

等に調整せずに、最終的に単独親権移行で解決するということは、現に婚
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姻中で親権をもっている方も、他方の親の意向によって子との関係を制約

されてしまえば、普通の親子関係は簡単に奪われてしまいます。そのため

今回の訴訟の原告の中には、今の時点でお子さんの親権をもっている方も

いらっしゃいます。 

 

 細かいことは省きますが、今回の訴訟では、今の制度と運用が明らかに

親子関係を侵害するものであることを訴えています。 

 単独親権制、共同親権制という抽象的な議論でもなく、主義・主張（イ

デオロギー）の問題でもなく、ごく単純に、日本で今親子がどんな状況に

置かれているか、という事実に目を向けてもらいたいと考えています。 

 また、その事実がなぜ起こっているのか、逆に言えば、正当な理由なく

親が親として扱われないという実態をなくすためには、最低限必要な制度

は何か、ということをシンプルに考えていただきたいと思います。 

 その上で、現在の実態を改善して必要な制度を導入すること、これが不

都合であるというのであれば、それは、なぜなのかということを考える必

要があります。この点は勝手に様々な利益を絡めて考えてしまいがちで、

議論がブレる危険がありますので十分にご注意いただきたいと思います。

ブレた議論にならないためには、単独親権制やその他現行の制度は、いっ

たいいかなる目的で立法されているのか、という点、つまり立法目的を国

（訴訟では被告です）から明確に説明してもらって、その目的を冷静に検

証していく姿勢が必要だと考えます。 

 

 訴訟の進行としましては、昨年１１月２２日に訴状を提出し、本日が第

１回弁論期日でした。本日の期日前に被告から答弁書が出されていました

ので、本日の期日で原告は訴状、被告は答弁書を陳述したという扱いにな

ります。その他、本日の期日では、出席された原告の方が意見を陳述しま
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した。 

 答弁書では訴状の認否は行われていますが、まだ、被告の主張は述べら

れていませんので、次回期日までに被告の主張が述べられます。 

  


